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答

弁

第

三

二

号 
   

衆
議
院
議
員
中
路
雅
弘
君
提
出
東
京
湾
横
断
道
路
建
設
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 

内
閣
衆
質
一
〇
七
第
三
二
号 

昭
和
六
十
二
年
一
月
二
十
三
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
中
路
雅
弘
君
提
出
東
京
湾
横
断
道
路
建
設
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の

1
に
つ
い
て 

東
京
湾
横
断
道
路
株
式
会
社
へ
の
出
資
企
業
は
、
昭
和
六
十
二
年
一
月
二
十
日
現
在
で
、
株
式
会
社
日
本
興

業
銀
行
ほ
か
四
十
七
社
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

東
京
湾
横
断
道
路
の
建
設
に
関
す
る
特
別
措
置
法(

昭
和
六
十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い

う
。)

第
二
条
第
一
項
の
建
設
協
定
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
現 

 
 

 

段
階
で
は
、
建
設
協
定
の
締
結
に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
設
大
臣
の
認
可
の
申
請
は
さ
れ
て
お

ら
ず
、
そ
の
内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
法
第
五
条
第
一
項
の
資
金
計
画
及
び
事
業
計
画
の
内

容
に
つ
い
て
も
、
明
ら
か
で
は
な
い
。 

一
の

2
に
つ
い
て 



一
の

3
に
つ
い
て 

二
の

1
に
つ
い
て 

地
元
企
業
、
中
小
企
業
の
参
加
で
き
る
具
体
的
な
業
種
及
び
そ
の
発
注
規
模
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
想
定

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

な
お
、
入
札
方
法
に
つ
い
て
は
、
今
後
東
京
湾
横
断
道
路
建
設
事
業
者
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

と
考
え
て
い
る
。 

東
京
湾
横
断
道
路
建
設
工
事
の
参
加
者
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
発
注
者
で
あ
る
東
京
湾
横
断
道
路
建
設

事
業
者(
法
第
三
条
第
一
項
の｢

東
京
湾
横
断
道
路
建
設
事
業
者｣

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

が
公
正
な
手
続
に
従

い
判
断
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

関
係
地
方
公
共
団
体
の
出
資
に
つ
い
て
は
、
建
設
省
と
自
治
省
に
お
い
て
関
係
地
方
公
共
団
体
の
意
向
を
聴

い
て
い
た
と
こ
ろ
、
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
ま
で
に
、
関
係
地
方
公
共
団
体
か
ら
次
に
掲
げ
る
と
お 

四 

 



（
出
資
地
方
公
共
団
体
名
） 

 
 

 

（
出
資
割
合
） 

 
 

 

（
出
資
予
定
額
） 

神
奈
川
県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
・
〇 

 
 

 
 

 
 

三
十 

千
葉
県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
七
・
五 

 
 

 
 

 

九
十
五 

 

り
出
資
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
連
絡
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

茨
城
県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
・
五 

 
 

 
 

 
 

 

五 

川
崎
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一
〇
・
〇 

 
 

 
 

 
 

二
十 

埼
玉
県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
・
五 

 
 

 
 

 
 

 

五 

横
浜
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
・
五 

 
 

 
 

 
 

十
五 

東
京
都 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
五
・
〇 

 
 

 
 

 
 

三
十 

各
地
方
公
共
団
体
の
出
資
予
定
額
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

単
位
･･

パ
ー
セ
ン
ト 

 
 

 

単
位
･･

億
円 

五 

 



四
の

1
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

二
の

2
に
つ
い
て 

日
本
道
路
公
団
に
お
い
て
東
京
湾
横
断
道
路
が
漁
業
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
の
概
要
は
、

｢

東
京
湾
横
断
道
路
漁
業
調
査
報
告
書｣(

昭
和
六
十
一
年
七
月)

に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。 

な
お
、
漁
業
補
償
費
に
つ
い
て
は
、
現
在
日
本
道
路
公
団
に
お
い
て
そ
の
算
定
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
調

査
、
検
討
を
行
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

日
本
道
路
公
団
の
行
つ
た
調
査
に
よ
る
と
、
神
奈
川
県
側
の
生
産
及
び
人
口
は
増
大
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お

り
、
工
場
及
び
人
口
の
流
出
を
促
進
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

東
京
湾
横
断
道
路
に
つ
い
て
は
、
現
在
日
本
道
路
公
団
に
お
い
て
所
要
の
環
境
影
響
評
価
手
続
が
行
わ
れ
て 

合 
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一
〇
〇
・
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
百 

六 

 



四
の

3
に
つ
い
て 

四
の

2
に
つ
い
て 

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
「
東
京
湾
横
断
道
路
環
境
影
響
評
価
準
備
書
」
（
昭
和
六
十
一
年
六
月
、
日
本
道

路
公
団
）
に
よ
れ
ば
、
水
質
及
び
海
域
生
物
に
及
ぼ
す
影
響
は
小
さ
く
、
環
境
保
全
目
標
を
満
足
す
る
と
さ
れ

て
い
る
。 

船
舶
航
行
上
の
安
全
対
策
に
つ
い
て
は
、
現
在
日
本
道
路
公
団
に
お
い
て
学
識
経
験
者
、
海
事
関
係
者
及
び

関
係
行
政
機
関
で
構
成
す
る｢
東
京
湾
横
断
道
路
海
上
交
通
安
全
調
査
委
員
会｣(

委
員
長
、
谷
初
蔵
前
東
京
商

船
大
学
学
長
）
を
設
置
し
、
台
風
来
襲
時
等
に
お
け
る
船
舶
の
具
体
的
な
避
泊
対
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
つ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

川
崎
地
区
（
川
崎
市
の
一
般
国
道
十
五
号
以
東
の
地
域
を
い
う
。
）
内
の
現
在
の
幹
線
道
路
網
に
つ
い
て
は
、

昭
和
五
十
五
年
度
で
一
日
当
た
り
約
百
八
十
万
台
・
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
交
通
量
が
あ
る
が
、
東
京
湾
横
断
道 

七 

 



 

八 

路
、
東
京
湾
岸
道
路
等
の
整
備
が
進
め
ば
、
将
来(

昭
和
七
十
五
年
度)

に
は
約
百
五
十
万
台
・
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
交
通
量
を
分
担
す
る
も
の
と
推
計
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
の
湾
岸
道
路
等
を
も
含
め
た
交
通
量
は
、

約
二
百
五
十
万
台
・
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
る
も
の
と
推
計
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




